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議案第８７号 

 

渋谷区教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務条件に関する条例の一部 

を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和７年１１月２６日 

渋谷区長  長 谷 部  健 

 

 

渋谷区教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務条件に関する条例の一部を改正

する条例 

第１条 渋谷区教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務条件に関する条例（昭和３１

年渋谷区条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「８２万４，２００円」を「８５万１，４００円」に改める。 

第７条中「１００分の２０５」を「１００分の２１０」に改める。 

第２条 渋谷区教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務条件に関する条例の一部を次

のように改正する。 

第４条第２項中「種類」を「種目」に改め、同条第３項中「副区長相当額」を「

額」に改める。 

第７条中「１００分の２１０」を「１００分の２０７．５」に改める。 

 

附 則 

１ この条例中第１条の規定は令和７年１２月１日から、第２条の規定は令和８年４

月１日から施行する。 

２ 改正後の第４条の規定は、令和８年４月１日以後に出発する旅行から適用し、同

日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 
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（説明） 

教育長の給料の額の改定等を行うため、条例の一部を改正する必要があるので、こ

の案を提出する。 


